
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度 事 業 報 告 書

」団識豊蘭国産超菫□鰹璽菫並

1 事業の成果

1)練馬区主催による障害者パソコン教室事業および継続サポー ト事業を実施し、下記の成果を

得た。

・ 障害者の IT機器の操作習熟を図り、迅速な情報の取得やコミュニケーションの促進が図られ

た。

・差別解消法に実施に伴い、全ての障害の方々へ支援する体制を整えた。

・ パソコン教室と継続サポー トを連続して実施し、操作や学習内容の効率を高めるとともに、

個々にきめ細かく対応して、それぞれの個性伸張を主眼とした。

・パソコンだけにこだわらず、最新の様々な IT機器の操作習得と購入相談などにより、幅広く

障害をカバーすることが出来た。

・今期のパソコン教室は、当初 6月 、10月 、1月 を予定していたが、新型コロナウィルス感染防止

の緊急事態宣言期間中のため、1月 のパソコン教室は中止となった。

2)練馬区立光が丘障害者地域生活支援センターすてつぷにパソコン教室の講師を派遣し 下記の成

果を得た。

・パソコン操作の学習を通して知的障害者と交流を図るとともに、自立への支援の一助を担った。

・他機関との協働の仕組みが確立でき、適切な情報交換が図れた。

・教室実施が好評で参加者が多いため、すてつぷの要請により年間 5回から6回に増やす予定だっ

たが、新型コロナウィルス感染防止の緊急事態宣言期間中のため、4月 と2月 のすてつぷパソコ

ン教室は中止となった。

3)練馬区主催による障害者の IT支援者養成講座事業を実施し、下記の成果を得た。

・参加者に対し、 IT支援ボランティアの内容への理解を深め、会への参加を得られるとともに

障害者サポー ト活動への動機提供となった。

・障害に対する配慮点、コミュニケーションの重要性などの注意点についての理解を深めた。

4)会員向けパソコンボランティア養成講座を実施し、下記の成果を得た。

・視覚′精神′知的障害および肢体不自由に関しての学習を行い、理解を深めた。

・新しい IT機器による支援について、操作、支援内容を学習し、新規の支援に備えた。

・支援に必須である個人情報の取り扱いの確認と内容の浸透を図った。

5)練馬区のボランティア・市民活動情報誌「ぽけっと」への継続掲載で活動者を募った。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【790】 千円)
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範囲
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贅暮馨儀妻羹

練馬区内のパソコン教室
初心者の障害者を対象
に、障害者パソコン教室
を実施した。

6/14

10/11

練馬区中村
橋福祉ケア
センター

1021名

練馬区在
住の障害
者

15・名 450

障害者パソコン教室受講
者を対象に、継続サポー

トを実施した。

7/18～

11ノ
/15

練馬区中村
橋福祉ケア
センター

99名
練馬区在
住の障害
者

60名 54

練馬区及び近隣の障害者
を対象に個別サポー トを
実施した。

4/1～

3/31

練馬区障害
者宅

191名

練馬区在
住の障害
者

10名 15

障害者の地域生活支援施
設「すてっぶ」のパソコ

ン教室事業に講師を派遣
した。

6/20

8/15

10/17

12/19

練馬区光が
丘障害者地
域生活支援
センター

18名

練馬区在
住の障害
者 35名 46

障害者への IT支援を行
うボランティアの養成講
座を実施した。

7/17

11/14

練馬区中村
橋福祉ケア
センター

48名
練馬区区
民

121名 222

会員の知識向上、情報交
換のための講座を実施し
た。

2/13

3/13

練馬区中村
橋福祉ケア
センター 3名

ぱそばら
ん会員 35名 1

普及及び啓発
事業

冊子 「パソボラA to
Z」 を配布する。

3/30
練馬区中村
橋福祉ケア
センター

2名

会員及び
パソコン
ボランテ

ィアに関
心のある
人や団体

3名 2

※ 昨年度に続き新型コロナウィルス禍年度であり、事業の実施については、手・机・椅子・IT機器な

どの消毒、検温、マスクの徹底などの感染対策を行い、場合によつて Z∞mで実施した。

(2)その他事業

該当事業なし



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 2年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が上壼場合)
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書式第 15号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度 貸借対照表
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令和 2年度 計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人練馬ばそぼらん

重要な会計方針
計算書類の作成は、PO法人会計基準 (2010年 7月 20日 2017年 12月 12日 最終改正 取0法人会計基準協議会)

によっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3)引 当金の計上基準
該当なし

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(6)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2.事 業別損益の状況

管理部門 合計
教育訓練
育成事業

普及啓発事業 事業部門計科 目
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T~~経常収益
1・ 受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5。 その他収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
人件費計

(2)そ の他経費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
パソコンソフト等
教材費
消耗品費
印刷製本費
諸謝金
支払手数料
租税公課
冊子原価
感染症対策費
損害保険料
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額



書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 2年度 財産目録

事 業 報 告 用

郡購却降
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書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度年間役員名簿 《口事業年度において役員であつたことがある全員0氏名及び住所又は層所菫

びにこれらの者についての前事業年度における報目の有籠を記載した名簿)

特定非営利活動法人練罵ぱそぼらん

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

1

⌒

に型リソ・監事
ナカシ

゛
マ  ツネコ 令和 2年

令和 3年

4月  1日

3月 31日

年  月  日

年  月  日中嶋 恒子

2
⌒

t翌ジ監事
1r, l=Vt 令和 2年

令和 3年

4月  1日

3月 31日

年  月  日

年  月  日横田 邦彦

3
⌒

ぐ里ラ》監事
ナカ

゛
シマ  モトアキ 令和 2年

令和 3年

4月  1日

3月 31日

年  月  日

年  月  日長嶋 基明

４

４
監事

オオスミ  ミチコ 令和 2年

令和 3年

4月  1日

3月 31日

年

年

月

月

日

日大隅 美智子

5

⌒

理事ヽ 監菫リ
カタノ  コウシ

゛
令和 2年

令和 3年

4月  1日

3月 31日

年  月  日

年  月   日片野 康二

6 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

7 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

６
０ 理事 。監事

年 月

月

日

日年

年  月  日

年  月  日

9 理事・監事

年  月  日

年  月  日

年 月

月

日

日年

10 理事・監事

年  月 日

日年 月

年  月  日

年  月  日



書式第4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・事業報告用

+tEA il (*ro.b 1 o Lur.o*(Deli)

特定非営利活動法人盤]週塁興 _._____._____

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 手塚 俊雄

2 岡本 泰輔

3 下山 秀之

4 長嶋 基明

5 大隅 美智子

6 福新 哲也

7 木村 有紀子

8 横田 邦彦

9 中嶋 恒子

10 西岡 恭史

11 以下余白

12


